
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  常務に従事する役員 

Ｑ：同族会社のうち、常務に従事する役員

の数が一定数を超える会社の役員給与は、損

金に算入できない金額があるそうですが、常

務に従事する役員とは、どのような役員をい

うのですか？  

 

Ａ：次の役員をいいます。 

【解説】 

常務に従事する役員とは、会社の経営に関

する業務を役員として実質的に、日常継続的

に遂行している役員をいいますが、常務に従

事する役員に該当するかどうかは、その業務

の内容や従事の実態などを踏まえて個々に判

断することになります。 

たとえば、代表取締役や副社長、専務又は

常務などの職制上の地位を有する役員につい

ては、会社の経営に関する業務を実質的に、

日常継続的に遂行している役員と考えられる

ことから、常務に従事する役員に該当するこ

ととなります。 

使用人兼務役員についても、経営に関する

業務を実質的に日常継続的に遂行しているか

どうかで判断しますが、使用人兼務役員に対

する給与のうち役員としての職務に対する給

与がその会社の使用人としての職務に対する

給与を超えるようなときには、常務に従事す

る役員に該当するものとして取り扱われるこ

ととなっています。 

なお、会計参与や監査役については、会社

の経営に関する業務を行いませんので、常務

に従事する役員には該当しないことになって

います。 

Ｒ Ｅ Ｄ Ａ Ｓ   Ａ
リ ー ダ ァ ス ク ラ ブ

 

１９９４年 １月 ６日 創 刊 ・毎 日 発 行  

リ ー ダ ァ ス ク ラ ブ Ｆ Ａ Ｘ ニ ュ ー ス  

（２００７年）平成１９年   金曜日  月２  日 

 
２

発行所 株式会社 
大阪市中央区平野町３－１－１０  
編集発行人：税理士 三輪 厚二  

Tel  ：06-6209-7678

Fax ：06-6209-8145ＦＰシミュレション― 

第 

 

3 2 0 3  

 

号 


